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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第22期

第１四半期連結
累計（会計）期間

第23期
第１四半期連結
累計（会計）期間

第22期

会計期間
自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日

自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日

自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日

売上高（千円） 571,437 557,278 2,147,745

経常利益（千円） 67,445 43,529 173,780

四半期（当期）純利益（千円） 29,413 12,051 77,886

純資産額（千円） 2,765,077 2,766,211 2,783,437

総資産額（千円） 3,031,999 3,017,054 3,017,240

１株当たり純資産額（円） 7,328.40 7,328.27 7,374.03

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
78.02 31.97 206.59

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 91.1 91.6 92.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
66,700 36,967 127,175

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
255,753 18,381 159,117

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△38,611 △25,314 △47,759

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
1,198,314 1,181,686 1,152,881

従業員数（人） 127 142 146

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年８月31日現在

従業員数（人） 142 (27)

（注）１．従業員数は就業人員であり、(　)は外書きで、臨時従業員であります。

２．臨時従業員数は、アルバイト・派遣社員の当第１四半期連結会計期間の期中平均人員（ただし、１日勤務時

間７時間15分換算による）であります。

 

(2）提出会社の状況

 平成22年８月31日現在

従業員数（人） 63 (27)

（注）１．従業員数は就業人員であり、(　)は外書きで、臨時従業員であります。

２．臨時従業員数は、アルバイト・派遣社員の当第１四半期会計期間の期中平均人員（ただし、１日勤務時間７

時間15分換算による）であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

（1）生産実績

　当社グループは、携帯電話及びＰＨＳ等利用者にコンテンツを開発し提供する事業を主体としており、生産設備を

保有していないため生産実績の記載はしておりません。

　

（2）仕入実績

　当第１四半期連結会計期間の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 仕入高（千円） 前年同四半期比（％）

コンテンツサービス 28,259 －

ソリューション 8,715 －

合計 36,974 －

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．上記の仕入実績は、情報等使用料及び商品仕入であります。

３．情報等使用料とは、当社グループが配信する画像、ゲーム、音楽著作物及びソフトウエアの権利保持者及び代

理人に支払う料金であります。
　

（3）受注状況

　当第１四半期連結会計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高（千円）
前年同四半期比
（％）

受注残高（千円）
前年同四半期比
（％）

ソリューション 275,642 － － －

（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

（4）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高（千円） 前年同四半期比（％）

コンテンツサービス 281,636 －

ソリューション 275,642 －

合計 557,278 －

（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．主な販売先別の販売実績及び、当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。　

会計期間 相手先 　金額（千円） 　割合（％）

　前第１四半期連結会計期間

　（自平成21年６月１日

　　至平成21年８月31日）

　ＫＤＤＩ株式会社

　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

　ソフトバンクモバイル株式会社

　ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

　　 　151,434

　　 　83,669

   　  83,407

　     71,302

       　26.5

       　14.6

       　14.6

         12.5

　当第１四半期連結会計期間

　（自平成22年６月１日

　　至平成22年８月31日）

　ＫＤＤＩ株式会社

　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ　

　ソフトバンクモバイル株式会社

　ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

　　 　158,343

　　 　109,942

   　  85,577

　     52,502

       　28.4

       　19.7

       　15.4

          9.4

　　　３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２【事業等のリスク】

　当第１四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況　
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　当第１四半期連結会計期間におけるモバイルコンテンツを取り巻く環境は、携帯電話の契約数が、平成22年８月

末で１億1,479万台※（前年同月末比5.1％増）と微増トレンドの中、第三世代携帯電話端末の契約数については

１億1,251万台※（前年同月末比8.6％増）と引き続き大きく伸びており、現在普及している携帯端末の主流（携

帯電話加入台数の98.0％）となっていることが伺えます。　※「社団法人電気通信事業者協会」発表

　また、一般サイトの台頭によるソーシャルアプリの市場が急拡大している他、iPhoneやAndroid端末等スマート

フォンの普及が本格化してきており、モバイルコンテンツ関連市場を取り巻く環境は、大きく変化していくこと

が予想されます。

　これらの状況において、当社グループといたしましては、高機能で付加価値の高いサービスの開発・提供及び新

しい事業モデルの構築を推進し、より安定した企業基盤の確立と事業拡大に向けた一層の企業努力を重ねてまい

りました。

　当第１四半期連結会計期間の連結業績は、売上高５億57百万円（前年同期比2.5％減少）、営業利益43百万円

（前年同期比30.1％減少）、経常利益43百万円（前年同期比35.5％減少）、四半期純利益12百万円（前年同期比

59.0％減少）となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりであります。なお、セグメント利益は売上総利益の数値であります。

 

＜コンテンツサービス事業＞

　コンテンツサービス事業におきましては、配信するコンテンツを自社制作することで、「提供コンテンツの権利

を自社で保有」する当社独自のビジネスモデルをベースに、主力サイトの「選択と集中」を実施し、有料会員数

の拡大に努めてまいりました。また、新たな市場であるソーシャルアプリ・スマートフォン市場へ参入すべく準

備を進めてまいりました。

　主力である音楽分野では、競合サイトが増加する中、成熟カテゴリとなった「着うたサイト」においては、引き

続き、市場ニーズに的確に応えた魅力的なサイト作りによる集客の強化を行い、会員数の下げ止めに努めてまい

りました。

　メール・カスタム分野では、「デコレーションメールサイト」を中心とした「デコデコ★シリーズ」によるサ

イトのブランディング化を図るとともに、プロモーションを積極的に実施し、集客の強化を図ってまいりました。

　ゲーム分野では、普及が進む一般サイトによる無料ゲームとの競合で需要が下がったものの、スマートフォン向

けアプリの開始等、新たな市場へ参入してまいりました。

　海外では、第三世代携帯電話（３Ｇ）の拡大が見込まれている中国において、２Ｇ、2.5Ｇ向けゲームコンテンツ

を配信する一方、中国通信キャリアの３Ｇ向けアプリケーションストアにアプリを投入してまいりました。また、

iPhone向けには、中国の作家や出版業界と連携しながら、中国オリジナルの電子コミックを積極的に投入してま

いりました。　

　以上の結果、コンテンツサービス事業の売上高は、２億81百万円、セグメント利益は１億88百万円となりました。

　

＜ソリューション事業＞

　ソリューション事業におきましては、企業における「携帯電話を活用したプロモーション」をはじめ、「モバイ

ルサイト構築」、「運用業務」、「ユーザーサポート業務」、「デバッグ業務」、「サーバ保守管理業務」等、引き

続き高いニーズがあり、当社グループにおいても積極的に展開してまいりました。

　特に、８月にオープンした、共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」のポイントで遊べるモバイルサイト

「Ponta de LAWSON」は、2,000万人を上回る会員を対象にした大きなプラットフォームであり、自社制作による

ビジネスモデルを活かし、今後の事業拡大に注力してまいります。

　また、新たなプロモーション・集客手法として、ソーシャルアプリ・スマートフォンを活用したビジネス展開が

注目される中、営業強化に努めてまいりました。

　その他、携帯電話販売店向けにコンテンツ販売を成功報酬で行う「店頭アフェリエイト」におきましては、引き

続き携帯電話販売店とのタイアップを強化し、契約件数が拡大しております。

　海外では、中国３Ｇの本格的普及に向けて、電子書籍・デコレーションメール等のコンテンツ制作を通じ、ノウ

ハウを蓄積する一方、今後の市場の成長を見据え、電子コミックのプラットフォームの開発を進めてまいりまし

た。　

　以上の結果、ソリューション事業の売上高は２億75百万円、セグメント利益は１億36百万円となりました。　　

　　

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比

べて28百万円増加し、11億81百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は、次のとおりであ

ります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金の増加は36百万円（前年同期は66百万円の資金の増加）となりました。これは主に、税金等

調整前四半期純利益39百万円、減価償却費12百万円、仕入債務の増加額17百万円、利息及び配当金の受取額10百万
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円及び法人税等の支払額54百万円等が発生したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金の増加は18百万円（前年同期は２億55百万円の資金の増加）となりました。これは主に、長

期預金の払戻による収入５億円、定期預金の払戻による収入20百万円及び定期預金の預入による支出５億円等に

よるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金の減少は25百万円（前年同期は38百万円の資金の減少）となりました。これは主に配当金

の支払24百万円によるものであります。

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。

（４）研究開発活動

　特記すべき事項はありません。
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第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

（２）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

 

EDINET提出書類

日本エンタープライズ株式会社(E05169)

四半期報告書

 7/27



第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,478,000

計 1,478,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成22年８月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成22年10月14日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 377,000 377,000
東京証券取引所

市場第二部

　単元株制度を採用しておりま

　せん。

計 377,000 377,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成22年10月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

①旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成17年８月26日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年８月31日）

新株予約権の数（個） 267

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 534（注）１、２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 66,036（注）３

新株予約権の行使期間
平成19年９月12日から

平成22年９月11日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 66,036

資本組入額 33,018

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役、

顧問、コンサルタント並びに従業員であることを要す。

②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人に

よる新株予約権の行使は認めない。

③新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

④その他の条件については、第17回定時株主総会及び平成

17年９月12日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株

予約権者との間で締結する「新株予約権割当に関する契

約」に定めるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する時は取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

（注）１．新株予約権の目的となる株式数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じておりま

す。

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数につい

てのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を

行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式の数の

調整をすることができるものとする。

３．新株予約権の１個当たりの払込金額は、１株当たりの払込金額に（注）２に定める新株予約権１個の株式数
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を乗じた金額とする。

なお、新株予約権発行後当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により払い込み金額を調

整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

１
調整後払込金額　＝　調整前払込金額　×　──────────────

分割・併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が株主割当として時価を下回る価額で株式を発行する場合、次の算式によ

り払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

新規発行株式数 × １株当り払込金額
既発行株式数 ＋ ───────────────────

新規発行前の時価
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × ─────────────────────────────

既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換

を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を

行うことができるものとする。

４．新株予約権の消却事由及び条件

①当社株主総会において、当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、あるいは当社が完全子会社とな

る株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案が承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却す

ることができる。

②新株予約権者は対象者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合、対象者が本新株予約権の全部または

一部を放棄した場合には当該新株予約権を無償で消却することができる。ただし、この場合の消却手続きに関

しては新株予約権の行使期間終了後に一括して行うことができるものとする。

　　　５．当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、本新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株

式移転による完全親会社となる会社に承継させることができる。

承継された新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとする。

①目的たる完全親会社の株式の種類

完全親会社の同種の株式

②目的たる完全親会社の株式の数

株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。

調整後の１株未満の端数は切り捨てる。

③権利行使に際して払込むべき額（権利行使価額）

株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。

調整後の１株未満の端数は切り捨てる。

④権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等

株式交換又は株式移転に際して当社取締役会が決定する。

⑤取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡については完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
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②会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成18年10月18日取締役会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年８月31日）

新株予約権の数（個） 234

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 234（注）１、２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 23,309（注）３

新株予約権の行使期間
平成20年11月８日から

平成23年11月７日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 23,309

資本組入額 11,655

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役、

顧問、コンサルタント並びに従業員であることを要す。

②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人に

よる新株予約権の行使は認めない。

③新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

④その他の権利行使条件については、当社と新株予約権者

との間で締結する新株予約権割当契約に定める。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する時は取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

（注）１．新株予約権の目的となる株式数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じておりま

す。

２．新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）以降、当社が当社株式につき株式の分割（無償割当を

含む。）又は株式の併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、割当日以降、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場

合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合にも、必要かつ合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整され

るものとする。

　調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

３．割当日以降、当社が当社普通株式につき株式の分割（無償割当を含む。）又は株式の併合を行う場合、分割又

は併合の比率の逆数を乗じて比例的に調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる

ものとする。

また、割当日以降、当社が普通株式の時価を下回る価格で当社普通株式の発行又は自己株式の処分（新株予約

権の行使による場合を除く。）を行う場合、次の算式により1株当たり行使価額を調整し、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げるものとする。
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既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後１株当たり行

使価額
＝
調整前１株当たり行

使価額
×

１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

 なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を

控除した数とし、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える

ものとする。

また、割当日以降、当社が合併または、会社分割等を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とするやむを得

ない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するも

のとする。

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点におい

て残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約

権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対

象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を

交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画

において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、（注）２に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

（注）３に定められる１株当たり行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から

「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の取得事由及び条件

残存新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。

⑨ その他新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。

５．新株予約権の取得事由及び条件

① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分

割計画の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案に

つき、当社株主総会で承認されたとき（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされたとき）

は、当社取締役会が別途定める日に、同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができ

る。

② 新株予約権は、新株予約権者が、「新株予約権の行使の条件」に記載する規定により権利を行使する条件に

該当しなくなった場合並びに対象者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社取締役会が

別途定める日に、当該新株予約権者が保有する全ての新株予約権（一部の放棄の場合には当該新株予約

権）を無償で取得することができる。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総数
残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増減
額（千円）

資本準備金残高
（千円）

 

　平成22年６月１日～

　平成22年８月31日

 

－ 377,000 － 595,990 － 473,942

（６）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。

（７）【議決権の状況】

　　　　　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する

ことができないことから、直前の基準日（平成22年５月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　 平成22年５月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　377,000　 377,000 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 377,000 － －

総株主の議決権 － 377,000 －

②【自己株式等】

 平成22年５月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

－ － － － － －

計 － － － － －
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成22年６月 ７月 ８月

最高（円） 7,490 6,890 6,230

最低（円） 6,400 5,800 5,180

　（注）最高・最低株価は、株式会社東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結会計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）及び前第１四半期連結累計期間

（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結

会計期間（平成22年６月１日から平成22年８月31日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年６月１日から

平成22年８月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成21年６月１日から平

成21年８月31日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年６月１日から平成22年８月31日まで）及び当第１四半

期連結累計期間（平成22年６月１日から平成22年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責

任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,251,686 1,893,326

受取手形及び売掛金 294,147 288,146

商品 1,186 1,003

仕掛品 2,960 2,278

貯蔵品 338 368

その他 54,293 66,083

貸倒引当金 △1,000 △1,000

流動資産合計 2,603,612 2,250,206

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※
 59,521

※
 62,837

土地 12,400 12,400

その他（純額） ※
 23,738

※
 20,630

有形固定資産合計 95,660 95,868

無形固定資産

ソフトウエア 69,870 76,197

無形固定資産合計 69,870 76,197

投資その他の資産

投資有価証券 153,582 148,006

長期預金 － 350,000

その他 118,426 121,961

貸倒引当金 △24,098 △24,998

投資その他の資産合計 247,910 594,969

固定資産合計 413,441 767,034

資産合計 3,017,054 3,017,240
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 100,995 83,484

未払法人税等 29,646 57,601

賞与引当金 11,183 5,779

役員賞与引当金 2,875 7,700

その他 92,899 71,997

流動負債合計 237,600 226,563

固定負債

その他 13,242 7,240

固定負債合計 13,242 7,240

負債合計 250,842 233,803

純資産の部

株主資本

資本金 595,990 595,990

資本剰余金 473,942 473,942

利益剰余金 1,674,930 1,693,039

株主資本合計 2,744,863 2,762,972

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 13,209 7,916

為替換算調整勘定 4,686 9,119

評価・換算差額等合計 17,895 17,035

新株予約権 2,270 2,270

少数株主持分 1,182 1,159

純資産合計 2,766,211 2,783,437

負債純資産合計 3,017,054 3,017,240
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年６月１日
　至　平成22年８月31日)

売上高 571,437 557,278

売上原価 223,079 232,335

売上総利益 348,357 324,943

販売費及び一般管理費 ※
 286,711

※
 281,835

営業利益 61,646 43,107

営業外収益

受取利息 2,959 2,211

受取配当金 2,420 594

受取賃貸料 1,195 1,158

その他 1,293 86

営業外収益合計 7,869 4,051

営業外費用

持分法による投資損失 1,945 3,349

その他 124 279

営業外費用合計 2,069 3,628

経常利益 67,445 43,529

特別利益

貸倒引当金戻入額 900 900

新株予約権戻入益 329 －

特別利益合計 1,229 900

特別損失

固定資産除却損 205 1,501

減損損失 － 502

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,733

特別損失合計 205 4,737

税金等調整前四半期純利益 68,470 39,692

法人税、住民税及び事業税 29,887 28,238

法人税等調整額 9,169 △620

法人税等合計 39,056 27,618

少数株主損益調整前四半期純利益 － 12,074

少数株主利益 － 23

四半期純利益 29,413 12,051
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年６月１日
　至　平成22年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 68,470 39,692

減価償却費 10,198 12,729

固定資産除却損 205 1,501

減損損失 － 502

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,733

新株予約権戻入益 △329 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △900 △900

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,110 5,404

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,050 △4,825

受取利息及び受取配当金 △5,379 △2,806

持分法による投資損益（△は益） 1,945 3,349

売上債権の増減額（△は増加） △905 △6,365

仕入債務の増減額（△は減少） 10,116 17,548

その他 △12,821 12,264

小計 67,660 80,829

利息及び配当金の受取額 9,835 10,892

法人税等の支払額 △10,796 △54,754

営業活動によるキャッシュ・フロー 66,700 36,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △500,000

定期預金の払戻による収入 14,248 20,224

長期預金の払戻による収入 250,000 500,000

有形固定資産の取得による支出 △741 △241

無形固定資産の取得による支出 △8,601 △3,027

貸付金の回収による収入 1,088 1,273

その他 △241 152

投資活動によるキャッシュ・フロー 255,753 18,381

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 － △692

配当金の支払額 △38,611 △24,622

財務活動によるキャッシュ・フロー △38,611 △25,314

現金及び現金同等物に係る換算差額 △416 △1,229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 283,425 28,805

現金及び現金同等物の期首残高 914,888 1,152,881

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,198,314

※
 1,181,686
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
　
　

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

　会計処理基準に関する事項の変更 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31

日）を適用しております。

　これにより、営業利益、経常利益は、それぞれ96千円減少し、税金等調整前

四半期純利益は、2,830千円減少しております。

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間

（自　平成22年６月１日

　  至　平成22年８月31日）　

（四半期連結損益計算書関係）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第１

四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。　

　

【簡便な会計処理】

　　　該当事項はありません。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年８月31日）

前連結会計年度末
（平成22年５月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、89,358千円でありま

す。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、89,902千円でありま

す。

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給与及び手当 94,724千円

賞与引当金繰入額 4,825 〃

役員賞与引当金繰入額 5,150 〃

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給与及び手当 90,905千円

賞与引当金繰入額 5,033 〃

役員賞与引当金繰入額 2,875 〃

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年８月31日現在） （平成22年８月31日現在）

現金及び預金勘定 1,860,464千円

預入期間３か月超の定期預金 △662,150 〃  

現金及び現金同等物 1,198,314 〃 

 

現金及び預金勘定 2,251,686千円  

預入期間３か月超の定期預金 △1,070,000 〃 

現金及び現金同等物 1,181,686 〃

 

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年８月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成22年６月１日　至平成22年

８月31日）

　１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 377,000株

　２．自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。

　３．新株予約権等に関する事項

　　ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　 親会社　　2,270千円

　４．配当に関する事項

配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成22年８月27日

定時株主総会
普通株式 30,160 80 平成22年５月31日 平成22年８月30日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）　

モバイルコンテンツ事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）　

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）　

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

【セグメント情報】

　（追加情報）

　当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３

月21日）を適用しております。

１．報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分

の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社の事業については、取り扱うサービスについて包括的な戦略を立案し、事業を展開しております。

したがって、当社の各部署が取り扱うサービスを集約した「コンテンツサービス」及び「ソリューション」の２つ

を報告セグメントとしております。

「コンテンツサービス」は、通信キャリア等を通じて、各種コンテンツサービスを提供しております。「ソリュー

ション」は、企業に対して、携帯電話等を用いたビジネスの企画開発・コンサルティング等のトータルソリューショ

ンを提供しております。

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第１四半期連結累計期間（自平成22年６月１日 至平成22年８月31日）

　 （単位：千円）

 
報告セグメント

合計
コンテンツサービス ソリューション

売上高    

外部顧客への売上高     281,636 275,642 557,278

セグメント間の内部売上高又は振替高 － 2,349 2,349

計 281,636 277,992 559,628

セグメント利益 188,913 136,029 324,943

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と一致しております。
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（金融商品関係）

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。　

（有価証券関係）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

（デリバティブ取引関係）

　当社グループは、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。　　

（企業結合等関係）

該当事項はありません。　

（資産除去債務関係）

該当事項はありません。　

（賃貸等不動産関係）

該当事項はありません。　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年８月31日）

前連結会計年度末
（平成22年５月31日）

１株当たり純資産額 7,328.27円 １株当たり純資産額 7,374.03円

２．１株当たり四半期純利益金額

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

１株当たり四半期純利益金額 78.02円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 31.97円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

四半期純利益（千円） 29,413 12,051

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 29,413 12,051

期中平均株式数（株） 377,000 377,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式で、前連結会計年度末から重要な変動があった

ものの概要

－ －

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　記載すべき事項はありません。

EDINET提出書類

日本エンタープライズ株式会社(E05169)

四半期報告書

23/27



２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年10月９日

日本エンタープライズ株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員　　

 公認会計士 星野　正司　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 廿楽　真明　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 横内　龍也　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本エンタープライ

ズ株式会社の平成21年６月１日から平成22年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年６月１日

から平成21年８月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につい

て四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本エンタープライズ株式会社及び連結子会社の平成21年８月31日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保　

　管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年10月14日

日本エンタープライズ株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員　　

 公認会計士 星野　正司　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 横内　龍也　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本エンタープライ

ズ株式会社の平成22年６月１日から平成23年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成22年６月１日

から平成22年８月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年６月１日から平成22年８月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につい

て四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本エンタープライズ株式会社及び連結子会社の平成22年８月31日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保　

　管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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